
令和５年度 福井県相談支援従事者現任研修実施要領 

     

１ 研修の目的 

   本研修は、「相談支援従事者研修事業の実施について」（平成１８年４月２１日付

け障発第０４２１００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、

現に相談支援事業に従事する者および今後従事する見込みのある者の資質の向上を 

図ることにより、相談支援事業の円滑な実施に資することを目的として実施します。 

     

２ 研修期間および会場 

区分1 区分2 研修期間 実施方法 会場（集合形式会場） 

 

講義 

 

講義 
受講決定後～ 

令和５年５月３１日(水) 

 

 

e-ラーニング 

 

― 

 

 

 

 

 

 

演習 

演習① 令和５年６月１日(木) 集合形式 
福井県社会福祉センター 

（福井市光陽２丁目３番２２号） 

実地 

研修① 
詳細については受講決定後お伝えします。 

演習② 
令和５年７月上旬で調整中 

令和５年６月３０日（金） 

集合形式 
丹南地域で調整中 

越前市生涯学習センターeホール 

（越前市府中一丁目13－7） 

実地 

研修② 
詳細については受講決定後お伝えします。 

演習③ 令和５年８月３日(木) 集合形式 
きらめきみなと館 

（敦賀市桜町１−１） 

 

３ 実施主体 

   福井県 

       

４ 研修計画および研修内容 

   研修は、別紙１「福井県相談支援従事者現任研修カリキュラム」に基づき、講義お

よび演習を実施します。 

       

５ 研修定員 

   ４８名 

※定員を超えた場合は受講をお断りする場合がありますので御了承ください。 

       
  



６ 研修受講者 

（１）全カリキュラム（４日間） 

    次の２点を満たす者とします。 

① 相談支援従事者初任者研修を修了した者 

② 現に、指定相談支援事業所等において相談支援業務（市町の相談支援窓口、特定

相談支援事業、一般相談支援事業、障害児相談支援事業等）に従事し、ケアマネ

ジメントを行っている者もしくは今後１年以内に確実に従事する見込みのある者 

 

（注１）平成２６年度までの相談支援従事者初任者研修または相談支援従事者初任者

研修（短期研修）の修了者で、研修修了年度の翌年度から令和元年度の期間

に相談支援従事者現任研修を受講していない者は、相談支援専門員の資格が

失効となっており、今回の受講対象者にはなりません。 

     

(注２)令和２年４月１日より告示が改正され改正後の相談支援従事者研修（初任・現

任問わず）を受講した方については、以降の現任研修受講にあたっては実務経

験が必要となることに加え、本カリキュラムにおいては、御自身の相談支援従

事者としての実践に基づく課題・演習が多数あります。したがって、相談支援

専門員としての実働経験のない方や演習で用いる実践例を御準備できない方

は、実務経験を積んだうえで受講いただくか、相談支援従事者初任者研修（７

日間）の受講を強く推奨します。詳細については別添「令和５年度福井県相談

支援従事者研修について」を参照してください。 

         

（２）聴講カリキュラム（オンライン講義のみ受講） 

    オンライン講義はオープン講義とし、６（１）の要件にかかわらず参加可能です。

修了証書は交付しませんが、必ずお申し込みされた上で受講ください。ただし、テ

キストは必ず購入いただきます。 

    

７ 受講者の推薦および受講の申込み 

  当該市町障がい福祉主管課長、障害福祉サービス事業所の長、障害者支援施設の長

等は、受講者を推薦の上、下記の方法でお申し込みください。 

 

（１）受講申込み方法 

    福井県総合福祉相談所のホームページ内の電子申込みフォームから、必要事項を

入力しお申し込みください。 

   ・「福井県総合福祉相談所トップページ」→「お知らせ：現任研修申込み」 

   ・「福井県総合福祉相談所トップページ」→ 

「障害者総合支援法に基づく研修について」→「現任研修」 

 

 （注）受講決定通知や研修を修了した者に授与する修了証書は、お申し込みの際に入力

された氏名等をもとに作成しますので、受講者の氏名、生年月日については、

記入漏れや誤字・脱字のないようご注意ください。 



 

 

（２）申込み期限 

    令和５年４月２０日（木）１７：００ 

 

８ 受講者の決定および参加証の交付 

   受講者は、申込みのあった者の中から福井県が決定します。 

   受講決定の通知は受講申込みを行った電子申請システム上にて行い、これを参加証

に代えるものとします。締め切り後２週間をめどに、E-Mailアドレス宛に受講決定通

知登録のお知らせをしますので、本文に記載されているURLから内容を確認してくださ

い。受講決定通知の確認には、申込み時に登録したE-Mailアドレス、パスワード、お

よび申込み完了後に通知された受付番号が必要になりますので、お忘れのないよう御

注意ください。 

 

９ 修了証書 

全カリキュラムを修了した者には、修了証書を交付します。 

     

注意 

本研修は標準カリキュラムに準拠して行うものです、研修受講の状況（遅刻・欠席の

ほか課題への取り組み・内容の理解度・演習への参加への態度）によって、カリキュ

ラムの内容が獲得できていないと判断された場合、修了証書は交付されません。 

「研修への参加」＝「修了書交付」ではないことをあらかじめ御了承ください。 

 

１０ 受講料 

   無料。ただし、テキストを各自購入頂きます。 

   ＊テキストの詳細、購入方法等は受講決定通知にてお知らせいたします。 

   ＊その他、研修にかかる費用（旅費等）は受講者の負担とします。 

 

１１ その他 

（１） 指定相談支援の提供にあたる者は、「相談支援従事者初任者研修（短期研修を含む）」

を修了した年度の翌年度を初年度とする同年度以降の５年度ごとの各年度の末日ま

でに、本研修を修了する必要があります。（別添２「相談支援専門員の要件につい

て」参照）相談支援専門員の資格を喪失した場合は、再度、相談支援従事者初任者

研修(７日間)を受講すれば、相談支援専門員の要件を満たすことができます。 

※令和２年４月１日から相談支援専門員にかかる告示の改正が適用されますので、

必ず御確認ください。 

 

（２） 研修申込に伴う個人情報は、本研修の実施に伴う業務においてのみ使用します。 

ただし、研修の性質上、各市町や自立支援協議会へ提供しますのであらかじめ御了承

ください。研修修了者については、修了証書番号、修了年月日、氏名、連絡先等必要

事項を記載した名簿を作成するとともに、個人情報として十分に注意を払った上で、



県の責任において一元的に管理するものとします。 

 

（３） 今後の情勢等により、日程の変更や延期・中止となる可能性がありますので、あら

かじめ御了承ください。また、洪水・大雨・暴風雨（雪）警報が発令される場合は

延期を検討し、研修前日１８時までに福井県総合福祉相談所のホームページ内に記

載します。 

 

１２ 問い合わせ先 

   ＊お問い合わせは電子メールにてお願いいたします。 

   福井県総合福祉相談所 障がい者支援課（担当：高澤・辻） 

    住 所：〒910-0026 福井市光陽2丁目3－36 

E-Mail：sgk-info@pref.fukui.lg.jp 

 

 

 


